
本社、研究開発施設、先端・成長産業に関する投資促進施策の見直し

■ 投資促進施策の見直し

■ 企業投資の動向

国内設備投資は６年連続で増加

■ 現状と課題

【現状】
○ 製造業を中心とした産業集積や立地ポテンシャルを背景
に既存企業の再投資や本社機能等の転入が一定進む

≪現行≫
● 堺市中核拠点立地促進事業補助金

※上記に加え、マザー補助金又は都心地域業務系補助金の補助率・上限を加算

●堺市中小企業研究開発機能強化支援補助金（マザー補助金）

●業務系機能集積事業補助金（うち建設・購入型）

企業の再編・統合等により拠点集約が加速 本社機能をはじめ企業誘致の都市間競争が激化

≪新制度≫
● （仮称）堺市牽引企業拠点強化補助金の創設

【新制度のポイント】
［本社］
○投資を伴わない本社移転に対するインセンティブを新た に設定
したり、対象外エリアを含めるなど、国制度でフォローできない本
社移転も新制度で対象とし、本社移転を推進

［研究開発施設］
○ 市内製造業の研究開発投資を誘導することにより、高付加価
値化、中核拠点化を促進

［先端・成長産業分野］
○ 本市が指定する先端産業（新エネルギー、ライフサイエンス、先端
技術等）に対するインセンティブを新たに設定することにより、堺の
将来に向けた産業の集積を図る

○ 本市の基幹産業である製造業を支える中小製造業に対し、成
長産業分野への投資を支援するインセンティブを新設し、高付
加価値化による競争力強化を図る

【見直しの視点】
○ 内閣府は、平成30年度税制改正で、地方拠点強化税制を拡充を要
望しており、その内容を踏まえつつ、本社等の誘致をより強力に推進

○ 先端・成長産業分野の投資を促進するインセンティブの追加

【課題】
○市外からの本社機能等の誘致による産業集積のさらなる高度化
○市内既存拠点への投資誘導による中核拠点化
○地域産業の発展を牽引する先端・成長産業の誘致及び市内企業の同産業分野
への投資促進

対象地域 既成都市区域

要件
・条例、マザー補助金、都心地域業務系補助金の要件合致が前提
・大企業：2千万円、中小：1千万円以上の取得（新増設・建替・購入・用変）
・市内在住の常時雇用者が大企業：5人、中小：2人以上増加

補助率等
・投資支援・・移転型7%、拡充型4%
・雇用支援・・20万円又は50万円×雇用増加数（移転型は別途上乗せ）
・上限・・移転型：投資、雇用合計2億円、拡充型：投資、雇用合計1億円

対象地域 市内全域

要件
中小製造業が研究開発施設を建築（新増築・建替・改良）し、併せて研
究開発設備を取得（合計1千万円以上）する場合

補助率等 補助率：10％、上限：1億円

対象地域 都心地域、中百舌鳥地域、泉北ニュータウン各駅前地域

要件 常時雇用者が10名以上の本社事務所を建設・購入する場合

補助率等 補助率：5％、上限：1千8百万円

堺の未来を牽引する企業の集積を促進

現行の3つの補助金制度を一本化し、本社、研究開発施設、先
端・ 成長産業への投資を促進する制度を拡充


